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栃 ト 協 発 第 ３ ６ 号

平成２１年５月１５日

会 員 各 位

社団法人栃木県トラック協会

会 長 関 谷 忠 泉

(公印省略)

平成２１年度グリーン経営認証制度促進助成金について

時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

平素は、当協会の事業運営にご理解ご協力を戴き厚くお礼を申し上げます。

さて、当協会では環境・エネルギー対策事業の一環として、｢グリーン経営認証制度促

進助成金｣制度を新設致しました。

つきましては、下記条件により別紙｢グリーン経営認証制度促進助成金交付要綱｣に基

づき実施致しますのでご案内致します。

記

１、申 請 期 間 平成２１年５月１５日(金)～平成２２年３月１日(月)

２、助 成 金 額 [新 規 登 録] ５０，０００円

[更新時登録] ５０，０００円

※１会員事業所につき、年度１回の交付申請とする。

３、助成金限度額(枠) ３，０００，０００円

※助成金限度額(枠)に達した時点で打ち切りになります。

４、申 請 要 領 別紙・様式(交付要綱第６条関係)｢グリーン経営認証制度促

進助成金交付申請書｣に必要事項を記入し、添付書類/新規

登録は｢グリーン経営認証登録証｣(写)、更新時登録は｢グリ

ーン経営更新時登録証｣(写)を添えて申請して下さい。

５、備 考 ｢グリーン経営認証制度促進助成金交付要綱｣に基づく

【問い合わせ先】(社)栃木県トラック協会 業務部(鹿野)
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グリーン経営認証制度促進助成金交付要綱

平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日
社団法人栃木県トラック協会

(目的)
第１条 この要綱は、社団法人栃木県トラック協会(以下｢協会｣という。)の会員事業

者がグリーン経営を推進する認証制度に対し、新規登録、又は更新時登録した
場合、その費用の一部を助成し環境対策の推進を目的とする。

(定義)
第２条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。グリーン経営を推進す

る認証機関とは、財団法人交通エコロジー・モビリティ財団をいう。

(助成対象)
第３条 社団法人栃木県トラック協会の会員事業者とする。

２ １会員事業者につき、年度１回の交付申請とする。
３ 会費の滞納がないことを条件とする。

(助成金額)
第４条 グリーン経営認証の新規登録及び更新時登録に対し、５0,000円とする。

(助成金限度額)
第５条 年次３,000,000円とする。

(助成金の交付申請)
第６条 ｢グリーン経営認証制度促進助成金交付申請書｣(別紙様式)と添付書類を協会

へ申請するものとする。
※添付書類 ・新 規 登 録は、｢グリーン経営認証登録証｣の写し

・更新時登録は、｢グリーン経営更新時登録証｣の写し

(申請期間)
第７条 平成２１年５月１５日から平成２２年３月１日迄

(対象期間)
第８条 平成２１年４月１日から平成２２年２月２８日迄にグリーン経営の新規登録

。 、 。及び更新時登録をした事業者とする 但し 予算枠に達した時点で終了とする

(助成金交付)
第９条 第６条により申請を受けた会員事業者に対し、平成２２年３月３１日迄に助

成金を交付する。

(附則)
１、平成２１年４月１日制定
２、助成金の送付に係る送金手数料等は、会員事業者負担とする。
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様式(第６条関係)
平成 年 月 日

社団法人栃木県トラック協会
会 長 関 谷 忠 泉 殿

住 所
事業所名
代表者名 印

グリーン経営認証制度促進助成金交付申請書

グリーン経営認証制度における【 / 】をしましたので新 規 登 録 更新時登録

、 。グリーン経営認証制度促進助成金交付要綱第６条に基づき 次のとおり請求致します

金５0,000円１、助成金申請額

２、助成金振込先

フ リ ガ ナ

①振 込 先
銀行 ・ 信金 ・ 信組 支店

②預 金 種 別 普通預金
口 座 番 号 口座番号

当座預金

③フ リ ガ ナ

④氏 名
口座名義人

⑤連絡担当者 ℡

・新 規 登 録 → ｢グリーン経営認証登録証｣の写し３、添 付 書 類
・更新時登録 → ｢グリーン経営更新時登録証｣の写し


